
議案第１１号 

   印西市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 印西市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

  令和６年２月１４日提出 

                   印西市長   板  倉   正 直   

 

 

 

 

 

   印西市手数料条例の一部を改正する条例  

印西市手数料条例（昭和５８年条例第１号）の一部を次のように改正する。  

別表第３の３３の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同項を同表

３５の項とし、同表３２の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同項

を同表３４の項とし、同表３１の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、

同項を同表３３の項とし、同表３０の項中「２８の項」を「３０の項」に、「建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律」に改め、同項を同表３２の項とし、同表２９の項

中「２８の項」を「３０の項」に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同

項を同表３１の項とし、同表２８の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改

め、同項を同表３０の項とし、同表２７の項を同表２９の項とし、同表２６の

項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同項を同表２８の項とし、同表

２０の項から同表２５の項を２項ずつ繰り下げ、同表１９の項の次に次のよう

に加える。  
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附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の印西市手数料条例別表第３の２８の項及び３０の

項から３５の項までの規定は、この条例の施行の日以後に受理する当該各項

に掲げる申請について適用し、同日前に受理する当該各項に掲げる申請につ



いては、なお従前の例による。  


